
新ひだか町医療・福祉人材確保事業補助金交付要綱 

令和 ７年 ３月３１日要綱第１５号 

改正 令和 ７年 ８月２５日要綱第１９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、新ひだか町内(以下「町内」という。)の医療・福祉を担う

人材の確保・定着を促進するため、人材確保に取組む関係機関等に対し、医療・

福祉人材確保事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、サ

ービスの維持及び質の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 関係機関等 町内の医療機関、介護関連機関、保育関連機関及び障がい者

福祉関連機関をいう。 

(2) 医療・福祉人材 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技

師、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生

士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、介護福祉士、保育士、幼稚園

教諭及び救急救命士をいう。 

(3) 養成施設 医療・福祉人材を養成する学校（通信制を含む。）又は養成所 

(4) 奨学金等 独立行政法人日本学生支援機構から借り入れた第１種奨学金又

は第２種奨学金及びそれに係る利子、国又は地方公共団体の奨学金のうち貸与

型のもの、大学等独自の奨学金のうち貸与型のもの、その他貸与型の奨学金で

町長が認めるものをいう。 

 (5) 人材確保対策補助金 医療・福祉人材を新たに雇用し、かつ、その者が養

成施設の修学に要した期間に応じ支援をしている関係機関等に対し、予算の範

囲内で新ひだか町が交付する補助金をいう。 

 (6) 奨学金返還支援補助金 医療・福祉人材を新たに雇用し、かつ、その者が

養成施設の修学に当たり貸与された奨学金等の返還費用を支援している関係機

関等に対し、予算の範囲内で新ひだか町が交付する補助金をいう。 



(7) 就職準備支援補助金 医療・福祉人材を新たに雇用し、かつ、その者が就

職するに当たり必要な準備費用等を支援している関係機関等に対し、予算の範

囲内で新ひだか町が交付する補助金をいう。 

（交付の対象） 

第３条 この要綱において、補助金の対象となる関係機関等（以下「補助事業者」

という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 町内に事業所を有していること。 

(2) 次項に定める補助金の交付対象となる従業員（以下「補助対象従業員」と

いう。）を有し、その補助対象従業員に対し当該補助金の支援をしていること。 

 (3) 町税等を滞納していないこと。 

(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第

２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員と密接な関係

を有していない医療機関等であること。 

２ 補助対象従業員は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 医療・福祉人材であること。 

 (2) 新ひだか町の住民基本台帳に記録され、かつ、町内を生活の本拠地として

いること。 

 (3) 期間の定めのない雇用契約により、事業所の就業規則で定める所定労働時

間を満たす常勤職員として雇用されていること。 

(4) 雇用開始日以前に関係機関等に雇用されていないこと。 

(5) 別表第１に掲げる補助金の種類に応じ、該当要件の全てを満たしているこ

と。 

(6) 過去に別の関係機関等において、この要綱による補助金の交付対象となっ

ていないこと。なお、補助金の対象範囲内である場合はこの限りではない。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助対象経費及び補助金の額並びに補助金の交付方法は、別表第２のとお

りとする。 

(補助金の交付申請等) 



第５条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、新ひだか町医療・

福祉人材確保事業補助金交付申請書(別記様式第１号)及び新ひだか町医療・福祉

人材確保事業計画（実績）書（別記様式第２号）に、別表第２に定める書類を添

えて提出しなければならない。 

（補助金交付決定） 

第６条 町長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補

助金を交付することが適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、新ひだか町

医療・福祉人材確保事業補助金交付決定通知書(別記様式第３号)により、補助事

業者に通知するものとする。 

 （事業計画の変更） 

第７条 補助金の交付決定を受けた補助事業者（以下「交付決定者」という。）は、

新ひだか町医療・福祉人材確保事業計画（以下「補助事業」という。）の内容の

変更をしようとするときは、あらかじめ新ひだか町医療・福祉人材確保事業計画

変更申請書（別記様式第４号）に関係書類を添えて、町長に提出し、その承認を

受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限

りではない。 

 (1) 当該変更に伴う補助対象経費の増減額が、変更前の補助対象経費の額の１

０分の３を超えないとき。 

 (2) 補助金の交付の目的の達成及び事業の効率的な執行に支障を及ぼさない程

度の細部の変更と認められるとき。 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第８条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ新ひ

だか町医療・福祉人材確保事業計画中止（廃止）承認申請書（別記様式第５号）

に関係書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金は、第１１条の規定により補助金の額が確定した後、交付するもの

とする。ただし、町長が補助事業の実施に必要があると認めたときは、補助金の

交付決定の範囲内で概算払いすることができる。 



２ 交付決定者は、前項ただし書の規定による概算払を受けようとするときは、新

ひだか町医療・福祉人材確保事業補助金概算払申請書（別記様式第６号）を町長

に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適正と

認める場合には、補助金の概算払を決定し、新ひだか町医療・福祉人材確保事業

補助金概算払決定通知書（別記様式第７号）により交付決定者に通知するものと

する。 

 （実績報告） 

第１０条 交付決定者は、当該補助事業が完了したとき（廃止の承認を受けたとき

を含む。）は、当該補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から３０

日以内に、新ひだか町医療・福祉人材確保事業実績報告書（別記様式第８号）に、

次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

 (1) 新ひだか町医療・福祉人材確保事業計画（実績）書 

 (2) 第４条に定める補助対象経費を証する書類 

 (3) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 町長は、前条の報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、事業

が適正に遂行されたと認めた場合には、補助金の額を確定し、新ひだか町医療・

福祉人材確保事業補助金額確定通知書（別記様式第９号）により交付決定者に通

知するものとする。 

（補助金の取消し） 

第１２条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

(1) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。 

(3) 第８条に定める中止・廃止の承認を受けた場合 

(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 （補助金の返還） 



第１３条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を

定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるも

のとする。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則（令和７年８月２５日要綱第１９号） 

この要綱は、令和７年８月２５日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

補助金の種類 該当要件 

人材確保対策補助

金 

１ 養成施設を卒業した日以降の最初の４月１日から起算し

て６年以内にある者、又は、養成施設を卒業せず実務経験

において受験資格を満たした場合は、資格を取得した日以

降の最初の４月１日から起算して６年以内にある者 

２ この要綱による奨学金返還支援補助金を利用していない

者 

奨学金返還支援補

助金 

１ 養成施設を卒業した日以降の最初の４月１日から起算し

て６年以内にある者 

２ 補助対象となる奨学金等が次のいずれにも該当すること 

(1) 自ら奨学金等を返還していること 

(2) 申請日時点において奨学金等の返還金の滞納がないこと 

(3) 申請日以降において繰上返還、その他返還計画に沿わず

返還した奨学金等がないこと 

３ この要綱による人材確保対策補助金又は、新ひだか町医



療技術者等修学資金等貸付制度を利用していない者 

就職準備支援補助

金 

１ 新ひだか町以外に在住していた者が就職するに当たり新

ひだか町に転入した者 

２ １年以上継続して勤務する意思がある者、又は勤務した

者  

 

 

別表第２（第４条関係） 

補助金

の種類 

補助対象経

費 

補助金の額及び交付方

法 

添付書類 申請期限 

人材確

保対策

補助金 

補助事業者

が補助対象

従業員に対

し当該補助

金を活用し

て支援する

経費 

 

(1) 補助金の額は、補

助対象従業員１名に

つき、補助対象経費

の２分の１以内で、

補助基準額月額

30,000 円の範囲内と

する。 

(2) 補助金の対象とな

る期間は、修学に要

した期間（留年、休

学等の期間は含めな

いものとする）又

は、資格取得に修学

を要しない場合は必

要な実務経験の期間

を限度とし、１年ご

との交付申請に基づ

き補助する。 

(1) 雇用契約書の写し 

(2) 雇用保険被保険者資

格取得等確認通知書の

写し 

(3) 社会保険等の被保険

者証の写し 

(4) 医療・福祉人材の資

格を証する書類 

(5) 養成施設を卒業又は

修了を証する書類 

(6) その他、町長が指定

する書類等 

交付申請

は、雇用

開始後、

６箇月以

内に申請

しなけれ

ばならな

い。 



(3) 修学に要した期間

中、新ひだか町医療

技術者等修学資金等

貸付制度を利用した

期間については、対

象外とする。 

 

 

奨学金

返還支

援補助

金 

補助事業者

が補助対象

従業員に対

し奨学金等

の返還費用

として支援

する経費 

(1) 補助金の額は、補

助対象従業員１名に

つき、補助対象経費

の２分の１以内で、

奨学金の返還金額

（利子を含む。）の

範囲内とする。 

(2) 補助金の対象とな

る期間は、奨学金等

の返還終了までを限

度とし、１年ごとの

交付申請に基づき補

助する。 

 

(1) 雇用契約書の写し 

(2) 雇用保険被保険者資

格取得等確認通知書の

写し 

(3) 社会保険等の被保険

者証の写し 

(4) 医療・福祉人材の資

格を証する書類 

(5) 養成施設を卒業又は

修了を証する書類 

(6) 奨学金貸与機関が発

行する貸与金額及び返

還計画が確認できる書

類の写し 

(7) その他、町長が指定

する書類等 

交付申請

は、雇用

開始後、

６箇月以

内に申請

しなけれ

ばならな

い。 

就職準

備支援

補助金 

補助事業者

が補助対象

従業員に対

し就職準備

費用として

(1) 補助金の額は、補

助対象従業員１名に

つき、補助対象経費

の２分の１以内で、

補助基準額 200,000

(1) 雇用契約書の写し 

(2) 雇用保険被保険者資

格取得等確認通知書の

写し 

(3) 社会保険等の被保険

交付申請

は、雇用

開始後、

６箇月以

内に申請



支援する経

費 

円の範囲内とする。 

(2)補助金の交付は、１

回を限度とする。 

者証の写し 

(4) 医療・福祉人材の資

格を証する書類 

(5) その他、町長が指定

する書類等 

しなけれ

ばならな

い。 

 


